
施設等利用費請求書（在籍幼稚園の預かり保育との併給対象者用）の記入について 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

【請求日】 

請求する利用月の 

最終日以降 

 

この場合 10～12月が

請求する利用月のた

め、12月 31日以降を

記入してください。 

転入・転出後に請求

書を提出する場合、

転入・転出した時期

を記入してくださ

い。 

【口座名義】 

2.で記入した施設等利

用給付認定保護者（請

求者）と同じ名義の口

座を記入してくださ

い。 

 

事情により、口座名義

が請求者様と異なる場

合は、請求者様自身が

必ず委任状欄に記入及

び押印してください。 【請求額合計（３カ月分）】 

裏面の内訳の請求額欄の３カ月分を足した金額を記載してくだ

さい。金額に訂正が必要な場合、書類一式をご返却し、請求者

様自身による修正・再提出をいただきます。 



 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類の確認】 

請求書に添付する書類

が揃っているか確認し

てください。 

【内訳】 

※１～３を参考に、

各月の請求額等を計

算してください。 

次ページで記入例の

１０月分（日割り）

の解説をしておりま

すので、そちらも参

考にしてください。 

【受付期間】 

請求書の受付期間を確認し、適切な時期に提出してください。 



●記入例１０月分の計算過程について 

 …月途中の引越し等により無償化月上限額の日割りが発生した場合の計算方法 

 ⇒【想定条件】 

・新２号認定児 

・１０月１０日が町田市の認定期間開始日と想定（１０月１０日から３１日までの日数は２２日間） 

 

①日割り計算 

無償化月上限額＝１１，３００円×２２日÷３１日＝８，０１９．３５４８…円 

  １０円未満は切捨てになるため、８，０１０円が１０月の無償化月上限額となる。 

  

 

 ②比較対象金額の計算 

Ａ：認可外保育施設等に支払った利用料⇒７，０００円 

Ｂ：在籍幼稚園における預かり保育の無償化対象額⇒３，０００円 

Ｃ：無償化月額上限額：①より、８，０１０円 

 

Ｃ－Ｂ＝８，０１０円－３，０００円＝５，０１０円 

 

 

③対象金額を比較して小さい金額をその月の請求額とする 

Ａと（Ｃ－Ｂ）を比較すると、 

Ａ：７，０００円＞（Ｃ－Ｂ）：５，０１０円となり、記入例１０月分の請求額は５，０１０円である。 

問合せ先 

 

〒１９４－８５２０  町田市森野２－２－２２ ２階（２０４窓口）  

 町田市役所 子ども生活部 保育・幼稚園課 管理係 

 ＴＥＬ：０４２－７２４－２１３８ 

ＦＡＸ：０５０－３１６１－８６３５ 


